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株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

 
当社は、本日開催の取締役会において、株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに株主優待制度の変更

について決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。 
 

 
記  

 
１．株式分割について 
（１）株式分割の目的 
  当社普通株式の株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆さまがより投資しや
すい環境を整えるとともに、当社普通株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。 

 
（２）株式分割の概要 
 ①分割の方法 

2025年12月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録されている株主の所有する普通株式を、
１株につき５株の割合をもって分割いたします。 

 ②分割により増加する当社普通株式の数 

株式分割前の発行済株式総数 12,207,424株 

今回の分割により増加する株式数 48,829,696株 

株式分割後の発行済株式総数 61,037,120株 

株式分割後の発行可能株式総数 220,000,000株 

（３）分割の日程   

基準日公告日 2025年12月12日 （予定） 

基 準 日 2025年12月31日 

効 力 発 生 日 2026年１月１日 

  ※基準日当日は、株主名簿管理人の休業日にあたり、実質的な基準日は2025年12月30日となります。 
 
（４）その他 
  ・今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。 
  ・当社Ａ種優先株式については、2025年8月8日付「Ａ種優先株式の取得及び消却に関するお知らせ」のとおり、

当社は発行したＡ種優先株式の全てを既に償還取得および消却しておりますので、今回の株式分割の対象ではな
く、当該株式に係る発行可能種類株式総数にも変更はありません。 

  ・今回の株式分割は、2026年１月１日を効力発生日としていますので、2025年12月31日を基準日とする2025年
12月期の期末配当金については、株式分割前の普通株式数を基準に実施いたします。 

 
 
２．定款の一部変更について 
（１）定款変更の理由 
  今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2026年１月１日をもって当社の定款第６条に定め
る発行可能株式総数および普通株式の発行可能種類株式総数を変更いたします。 

 
 
 



 

 

（２）変更の内容 
（下線部は変更部分を示します。） 

現行 変更後 

（発行可能株式総数） （発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、4,400万150株
とし、普通株式の発行可能種類株式総数は
4,400万株、Ａ種優先株式の発行可能種類株式
総数は150株とする。 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、２億 2,000 万
150株とし、普通株式の発行可能種類株式総数
は２億2,000万株、Ａ種優先株式の発行可能種
類株式総数は150株とする。 

 
（３）定款変更の日程 

取締役会決議日 2025年11月７日 

効 力 発 生 日 2026年１月１日 

 
 

３．株主優待制度の変更について（変更は 2026 年６月末日を基準日とする株主さまより適用いたします） 
 （１）変更の理由 

当社は６月末日、12月末日の年２回を基準日とし、その時点の当社株主名簿に記載または記録された所有株式数
に応じて株主優待券および日帰り施設ご利用券を配布しております。 
今回の株式分割に併せ、当社株式への投資魅力を更に高めることを目的として株主優待制度を変更いたします。 
なお、今回の株式分割は 2026年１月１日を効力発生日としていますので、2025年12月末日を基準日とする株主

優待券および日帰り施設ご利用券については、従来どおりの基準（別紙の＜変更後の優待内容＞に記載の【変更前】
の基準）に基づき、配布いたします。 

 
（２）変更の概要（配布する優待内容については別紙の＜変更後の優待内容＞をご参照ください） 
① 株主優待券の割引方法の変更 

これまでの基本料金からの一定割合での割引から、当社公式サイトおよび直接のお電話・メールなどでご案内す
る販売料金からの金額割引へと変更し、より明確で使いやすい優待券にいたします。 

  
② 長期保有株主さま向け優待制度の新設 

12月末日の当社株主名簿に、所定の保有株式数として記載または記録され、継続保有期間が３年以上の株主さま
へ、対象施設の無料宿泊券を配布いたします。 
 

③ 大口保有株主さま向け優待制度の新設 
12月末日の当社株主名簿に、所定の保有株式数として記載または記録された株主さまへ、対象施設の無料宿泊券
を配布いたします。 
 

④ 日帰り施設ご利用券の枚数変更 
株主さまアンケートのご回答やご利用実績などを勘案し、日帰り施設ご利用券の配布枚数を変更いたします。 

 
⑤ 各優待券の電子化 

ペーパーレス化推進、利便性向上および第三者による不正利用防止を目的とし、各優待券を電子チケットへ変更い 

たします。なお、スマートフォンをお持ちでないなど、電子チケットの利用が困難な株主さまにも、株主優待をご 

利用いただけるようご案内いたします。 

 詳細につきましては、追って株主さまへご案内いたします。 

 

⑥ 利用可能施設の拡大 

利便性向上のため、株主優待券・無料宿泊券の対象施設に以下３施設を追加いたします。 

・ホテルタビノス浜松町 

・ホテルタビノス浅草 

・ホテルタビノス京都 



 

 

（３）お問い合わせ 
   

Ｑ＆Ａ 
   https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/stock/file/2025_1107_fujita_QA.pdf 
 
  その他、株主優待制度の変更に関するご質問やご不明点がございましたら、以下の窓口までお問い合わせください。 
 
 

藤田観光㈱総務部 お電話：03-5981-7700（平日10:00～17:00） 
                   メール：cs@fujita-kanko.co.jp 

 

https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/stock/file/2025_1107_fujita_QA.pdf
cs@fujita-kanko.co.jp


 

 

＜別紙：変更後の優待内容＞ 
６月末日、12月末日の年２回を基準日とし、その時点の当社株主名簿に記載または記録された所有株式数に応じて、以
下の各優待券をそれぞれ９月上旬、３月上旬に配布いたします。（変更は 2026 年６月末日を基準日とする株主さまより
適用いたします） 
 
６月末  
【変更前】  【変更後】 

保有株式数 

※分割前 

株主優待券 
日帰り施設

ご利用券 
 

保有株式数 

※分割後 

株主優待券 
日帰り施設 

ご利用券 

(基本料金より) 

％割引 

2名 

入場無料 
 

(販売料金より) 

金額割引 

2名 

入場無料 

20株以上 
100株未満 

― ― 
 

 
100株以上 
500株未満 

1,000円 ― 

100株以上 
300株未満 

10枚 2枚  
500株以上 

1,500株未満 
15,000円 1枚 

300株以上 
500株未満 

20枚 4枚 
 1,500株以上 

2,500株未満 
25,000円 2枚 

 

500株以上 30枚 6枚 
 

2,500株以上 30,000円 3枚 
 

 
12月末  
【変更前】  【変更後】  

保有株式数 

※分割前 

株主優待券 
日帰り施設

ご利用券 
 

保有株式数 

※分割後 

株主優待券 
日帰り施設 

ご利用券 
無料宿泊券 

【3年以上継続保有】

無料宿泊券（注１） 

(基本料金より) 

％割引 

2名 

入場無料 
 

(販売料金より) 

金額割引 

2名 

入場無料 

1泊1室2名 

素泊まり無料 

1泊1室2名 

素泊まり無料 

20株以上 
100株未満 

― ― 
 
 

100株以上 
500株未満 

1,000円 ― ― ― 

100株以上 
300株未満 

10枚 2枚 
 
 

500株以上 
1,500株未満 

15,000円 1枚 ― ― 

300株以上 
500株未満 

20枚 4枚 
 

 
1,500株以上 
2,500株未満 

25,000円 2枚 ― 
左記に＋ 

WHGホテルズ 

無料宿泊券1枚（注2） 

500株以上 
1,000株未満 

30枚 6枚 

 
 

2,500株以上 
5,000株未満 

30,000円 3枚 

― 
左記に＋ 

当社グループ 

無料宿泊券1枚（注3） 1,000株以上 
 

 
5,000株以上 

当社グループ 

無料宿泊券 

1枚（注3） 

(注)１ ３年以上継続保有とは、３月末日・６月末日・９月末日・12月末日の当社株主名簿に、同一の株主番号の株主 
さまとして連続13回以上記載または記録され、かつ同期間の保有株式数が継続して上記の株式数以上であるこ 
とを条件といたします。 
※初回は2023年12月末日から2026年12月末日まで上記条件（1,500株〈現300株〉以上、2,500株〈現500 
株〉以上、5,000株〈現1,000株〉以上）で継続保有されている株主さまへ2027年3月上旬に配布いたします。 

２ 当社ＷＨＧ事業にて運営する宿泊施設において1泊1室（素泊まり）にてご利用いただける無料券です（有効 
期限1年）。対象施設につきましては、以下当社ウェブサイトをご確認ください。 
https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/stock/file/2025_1107_fujita_facility.pdf  

３ 当社グループにて運営する宿泊施設において1泊1室（素泊まり）にてご利用いただける無料券です（有効期 
限1年）。対象施設につきましては、以下当社ウェブサイトをご確認ください。
https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/stock/file/2025_1107_fujita_facility.pdf 

 
＜その他＞ 

・各優待券の使用方法など詳細につきましては、追って株主さまへご案内させていただきます。 

・各優待券は他社予約サイト・旅行代理店など他社経由でのご予約にはご利用いただけません。 

・本変更にともない、現行の株主優待予約サイトにつきましては、2026年９月30日をもちまして運営を終了させてい 

ただきます。以後は当社公式サイトまたは直接のご連絡によりご予約をお願いいたします。 

以  上 

https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/stock/file/2025_1107_fujita_facility.pdf
https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/stock/file/2025_1107_fujita_facility.pdf

